
国庫補助事業（八ッ場ダム）再評価について 

 

平成 22 年 7 月 2 日 
千 葉 県 水 道 局 

 

１ これまでの経緯 

 千葉県水道局では、将来の水需要に対応するため、八ッ場ダム建設事業に利水参画

をすることとし、昭和 62 年に厚生省から国庫補助事業として採択を受けました。 
その後、厚生労働省は、平成 11 年度から国庫補助事業の要件として事業再評価を

行うことを定め、千葉県水道局でもこれに基づき、八ッ場ダム建設事業について、平

成 11 年度及び平成 16 年度に事業再評価を実施しました。 
千葉県水道局としては、国土交通省からの八ッ場ダム建設事業にかかる負担金の請

求に対しては、これまでどおり原資の一部として厚生労働省からの国庫補助金を必要

としております。その補助金交付申請にあたり、「水道施設整備事業の評価実施要領」

に基づく事業再評価を実施するものです。 
 

 

２ 再評価の根拠 

 千葉県水道局では、水道施設整備に係る国庫補助事業について、厚生労働省が定め

る「水道施設整備事業の評価実施要領」、「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目」

に従い、事業採択前及び事業採択後の一定期間（5 年経過毎等）を経て費用対便益の

算出等の事業評価を行うこととなっています。 
 なお、「水道施設整備事業の評価実施要領」において「事業者は、評価にあたり、

原則として、学識経験者等の第三者から意見を聴取するものとする。」と定められて

います。 

 

 

（参考）千葉県水道局の八ッ場ダム建設事業に係る予算等     （単位：千円） 

 
 
 
 

 既支払額 

(21 以前) 

今年度予算 予定額 

(23 以降) 

総 額 

公 共 

（うち、国庫補助） 

11,467,310 

(3,822,426)

648,525 

(216,175)

3,048,985  

(1,016,328) 

15,164,820 

(5,054,940)

水 特 1,466,963 182,496 1,150,868 2,800,327 

基 金 342,243 93,135 未 定 未 定 
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